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官民連携データプラットフォーム コア事業実証プロジェクト 

参加規約 

 

選定されたプロジェクト実施者は以下（１）～（11）を遵守する。 

（１）本プロジェクトの実施 

善良なる管理者の注意をもって、後述のプロジェクト計画書に定めるスケジュー

ル、募集要項及び本規約に定める条件に従い、プロジェクトを実施すること。 

（２）進捗報告会議、臨時会議、中間報告会、最終報告会等への参加 

• 都・プロジェクト実施者・事務局の三者で開催する進捗報告会議に出席し、進

捗・課題の報告を行うこと。進捗報告会議は、週次程度の開催を想定している。 

• 上記の会合に加え、必要に応じて設定される臨時会議へ参加し、協議に参加す

ること。臨時会議は、事務局が必要と判断した場合、開催する。 

• 中間及び最終報告会へ参加すること。また、これらの開催に向けて報告書を作

成すること。報告会の詳細は、事務局より別途案内する。なお、中間報告は９

月末頃、最終報告は11月末頃を予定している。報告のタイミングについては、

変更が発生する可能性がある。 

• その他、事務局から要請があった場合、プロジェクト進捗状況（取得データの

内容、分析結果、課題解決策等を含む。）を随時報告すること。 

• 都が実施する別事業「官民連携データプラットフォーム運営組織設立に向けた

準備会（仮称）」への協力を行うとともに、必要に応じて会議への参加や報告

（今年度中に6回程度開催を想定）をすること。 

（２） 各資料の提出 

① プロジェクト開始時 

(ア) プロジェクト計画書 

• プロジェクト実施に係る作業概要及び実施スケジュールを明記するこ

と。 

• 提供するサービスの効果検証に係るKPI及び測定方法を設定するこ

と。 
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(イ) プロジェクト推進体制図 

• プロジェクト実施に係る推進体制を図示すること。また、複数者で応

募する際は、代表者を明記の上、各参加者の役割分担を明記するこ

と。 

(ウ) セキュリティ計画書 

• セキュリティインシデント予防対策、インシデント発生時の対応、イ

ンシデント対応終了時の対応について明記すること。 

② プロジェクト終了時 

(ア) プロジェクト報告書 

• プロジェクト報告書にはプロジェクト実施詳細情報（実施期間、実施

場所、使用データ、提供サービス概要）を記載すること。 

• 事務局と連携しながら、サービス展開の範囲を確定し、それに基づい

た効果検証結果について報告書に記載すること。 

• プロジェクト報告書は写真や図を活用して、見やすく分かりやすいデ

ザインとなるように工夫すること。 

(イ) データ破棄証明書 

• プロジェクト実施者は、都及び事務局からデータ提供を受ける場合、

プロジェクト終了後に当該データを削除・破棄し、その旨を記して本

書を提出すること。但し、公知情報の場合はその限りではない。 

(ウ) プロジェクト支援費の支払いに関する書類 

• プロジェクト実施完了に伴い、完了届を提出し、事務局による検査を

受けること。 

• 事務局は、プロジェクト実施者が検査に合格しないときは、期限を指

定して、必要な措置を行うよう指示することができる。当該指示に従

い再履行した部分について、プロジェクト実施者は、再度、検査を受

けるものとする。 

• プロジェクト実施者が前項の措置を行わないときは、事務局はプロジ

ェクト実施者に代わってこれを執行することができる。この場合にお
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いては、プロジェクト実施者は当該執行について異議を申し出ること

ができず、また、執行に要した費用を負担する。 

• 検査合格後、請求書を提出すること。 

• 事務局にて請求書を受領後、30日以内に支払う。 

（３）セキュリティ体制の整備・インシデント発生時のレポート 

• プロジェクト開始時にはセキュリティインシデントに係る対応方針に対して、

事務局・プロジェクト実施者間とで合意し、セキュリティ計画の策定を行うこ

と。 

• プロジェクト期間中にはセキュリティインシデント予防対策を実施すること。 

• インシデント発生時にはインシデント状況・対応の報告を行うこと。 

• インシデント対応終了時にはインシデント報告書の作成を行うこと。 

（４）連絡窓口の設置 

• プロジェクト期間中の円滑なコミュニケーションのため、プロジェクト実施者

内のプロジェクト推進体制図を提出し、その際連絡窓口を設置すること。 

（５）他プロジェクトへの連携 

• 本事業で選定された他プロジェクト実施者との間でのデータの共同利用・取得

やデータ加工での協業について、都及び事務局からの相談に応じること。 

• プロジェクトの効果的・効率的な運営のため、必要に応じて選定プロジェクト

実施者間での意見交換の機会に応じること。 

（６）個人情報の取扱いについて 

• プロジェクト実施にあたり個人情報を取得する場合には、「東京都個人情報の保

護に関する条例（平成2年12月21日条例第113号）」及び関係法令を遵守し、個

人情報の漏洩、滅失、き損、紛失、改ざんの防止、その他個人情報保護に必要

な措置を講じなければならない。 

（７）知的財産権、使用権等について 

① 報告書 

• 本契約の履行に伴い発生する報告書等に係る全ての権利は、都に帰属す

る。 

② データ、アルゴリズムやサービス 

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10102211.html
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10102211.html
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(ア) データ 

• プロジェクト実施者がプロジェクトにおいて利用または生成する各データ

について実証事業終了後、プロジェクト実施者と都のどちらに権利関係が

帰属するか明らかにすること。都に権利が帰属しない場合、下記に定める

都の利用が実現可能であることを示すため各データの権利者と権利者から

の利用許諾の範囲について、様式４「本事業で利用するデータ詳細と権利

の整理」にて応募時に整理し、提出すること。なお、必要事項の記入は様

式に従うこと。 

✓ プロジェクトの成果については、「東京都オープンデータカタログサ

イト」等において公開され、不特定多数の利用者に活用されることを

前提とし、都が当該利用をすることが可能なよう、データの権利をプ

ロジェクト実施者の責任で取得すること。 

✓ 本プロジェクトで利用するデータは、個人情報が含まれないデータを 

利用すること。 

(イ) アルゴリズムやサービス 

• プロジェクトの実施によりプロジェクト実施者が新規に開発したアルゴリ

ズムやサービスについて、実証事業終了後、プロジェクト実施者と都のど

ちらに権利関係が帰属するか明らかにすること。都に権利が帰属しない場

合、都が利用可能な範囲について、企画提案書内にて応募時に整理し提出

すること。なお、必要事項の記入は様式に従うこと。 

• 本事業採択後に、本事業を通じて新規にプロジェクト実施者が開発したア

ルゴリズムやサービスについては、プロジェクト実施者、都共に応分の権

利の帰属を確保することが望ましい。 

• アルゴリズムやサービスの権利帰属がプロジェクト実施者側にある場合に

おいても、本事業により新規に開発されたアルゴリズムやサービスについ

ては、都もしくは今後都が設置する官民連携データプラットフォーム運営

組織が継続的に利用できるよう取り組むことが望ましい。なお、データ、

アルゴリズムやサービスについては下記の定義に則るものとする。 

✓ データ…本事業で利用または生成されるデータ 
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✓ アルゴリズム…データ処理・加工・分析等を行う仕組、構造概念、設

計仕様、ソースコード等 

✓ サービス…データやアルゴリズムを使用して生み出されるアプリケー

ション等 

③ プロジェクトを履行するに当たり、第三者が権利を有する著作物が含まれる場

合には、プロジェクト実施者は当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用

許諾契約等に係わる一切の手続を行う。 

④ 報告書、データ、アルゴリズム、サービスに関し、第三者から著作権、特許

権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、都又は事務局の帰責事由

による場合を除き、プロジェクト実施者の責任と費用をもって処理する。 

（８） 情報セキュリティに関する事項 

• 本事業の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他に都又は事務局の許

可なく利用しないこと。但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたもの

については除く。 

• 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、都又は事務局が秘密情報であると

指定するものについては、それが第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、

暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を施すこと。 

• 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制を、事業開始前に書面にて説明

すること。 

（９）プロジェクトの中止 

プロジェクト実施者が以下のいずれかに該当すると認められるときは、都又は事

務局は、プロジェクトの実施を中止することができる。 

• 本事業に参加するプロジェクト実施者としてふさわしくないと都又は事務局が

判断する業務等を行っていることが判明し、都又は事務局の聴取に対し適切な

釈明がない場合。 

• 法令又は本規約に違反した場合。 

• 都若しくは事務局による調査を拒否し、又は虚偽の報告をした場合。 

• 都又は事務局の指示に従わなかった場合。 

• 募集要項への申込又はプロジェクトの履行に当たり、不正な行為をしたとき。 
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• プロジェクトを終了できないことが明らかであるとき、プロジェクト実施者の

破産等、プロジェクトを適正に実施することが困難であると都又は事務局が判

断した場合。 

• 天災地変その他プロジェクト実施者の責に帰すことのできない理由により、事

業の継続が困難となったとき。 

（10）損害賠償責任 

プロジェクト実施者が、故意又は過失により、都、事務局又は第三者に損害を与

えた場合、その賠償責任をプロジェクト実施者が負うこととし、都又は事務局が被

った損害及び第三者からの請求につき免責し、都又は事務局が被った損害を補償す

る。 

（11）その他 

• 審査に係る必要な情報提供、質問への回答等に応じ、円滑な審査業務の遂行に

協力すること。 

• 渡航費、宿泊費、国内移動費、及び食費等に係る一切の費用は自己負担するこ

と。 

• プロジェクトにおけるデータ利活用に関し、個人情報の取扱いには最新の注意

を払い、関係法令及びこれに基づく規制を遵守すること。 

• プロジェクト終了後も一定の範囲で都又は事務局の質問への回答等に応じるも

のとし、提出物に瑕疵が発見された場合、プロジェクト実施者の責任と負担に

おいて、速やかに当該瑕疵の修正を行うこと。 

• プロジェクト実施にあたり、関係法令を遵守し、事業の安全性を確保するこ

と。 

• 募集要項に申込み、プロジェクトにより生じる権利又は義務を第三者に譲渡

し、承継させ、または担保の目的に供さないこと。 

• プロジェクト実施者は、プロジェクトの全部または主要な部分を一括して第三

者に委託しないこと。 

 


